
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月に開催された第３４回知事杯争奪岩手県下学童相撲大会兼第４２回東北学童相撲

岩手県大会で団体優勝、８月に開催された東北学童相撲大会で団体３位入賞した渋民小

学校相撲少年団の子どもたち。大会の結果など詳細は６ページに記載しています。 

前列左から、長谷部 祥奈
さ な

さん（６年）、佐々木 海晴
かいせい

くん（３年）、佐々木 叶
の

愛
あ

さん（６年）） 

（後列左から、佐々木 大和
や ま と

くん（２年）、佐々木 絢音
あ や ね

さん（６年）、竹田 心
こ

幸
ゆき

さん（６年） 
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令和４年度に施工誤りが判

明し、工期を延長していた好摩

地区公民館・巻堀出張所の建

設工事が完了しました。 

好摩地区公民館は10月１日

から、巻堀出張所は10月２日

から供用開始します。 

施設の構造は、公民館・出張

所は木造1階建て、延べ床面積

は、好摩体育館との渡り廊下部

分を合わせて516.22平方メート

ルです。 

公民館は、第１会議室・第２

会議室、多目的室、調理室、交

流スペースを備えました。また、

待合スペースの設置などにより

利便性の向上を図った巻堀出

張所を併設しています。 

好摩地区にある盛岡市就業

改善センターを廃止しようとする

ものです。 

就業改善センターは、好摩地

区公民館、巻堀出張所が併設

された建物ですが、公民館・出

張所を建て替えし、同センター

は廃止とします。公民館・出張

所の建て替えは８月末に工事が

完了しています。 

同センターは、農村地域工業

導入特別対策事業を活用して

昭和51年に設置。当時、玉山

審議事項 盛岡市就業改善センター条例を廃止する条例について 

 

質疑意見（要旨） 

■玉山地域振興会議の概要 
玉山地域振興会議は、次の所掌事務を行う市長の附属機関です。 
設置期間は新市建設計画の終期に合わせて令和７年３月31日までとしています。 

■所掌事務 
▼地域振興会議は、市長などの諮問に応じ、次の項目で、玉山地域に係るものについて調査審議します。 
①盛岡市・玉山村新市建設計画の変更および執行状況に関する事項 
②市の基本構想、地域計画の策定および変更に関する事項 
③公の施設の設置、廃止、および管理運営に関する事項 
④その他市長などが必要があると認めた事項 

▼地域振興会議は、玉山地域の振興に関し必要があると認めた事項について、市長などに意見を述べることができます。 

 

説明（玉山総合事務所） 

第41回玉山地域振興会議 

令和5年9月8日に開催した第41回玉山地域振興会議。審議事項1件、委員は出席15人、欠席なし 

令和5年9月22日に開催した第42回玉山地域振興会議。報告事項3件、委員は出席14人、欠席1人 

第42回玉山地域振興会議 

地域に大規模な工業団地がで

きたことを背景に、農業中心に

従事していた方が、工場でも働

けるような教育を行う場や、地

域福祉を図る場として設置しま

した。現在では、農村地域にお

ける高校進学率の高まりなど情

勢が変化し、同センターの設置

目的は達成されたものと考えて

います。 

〈千田委員〉 

就業改善センターは無料で

使用できたが、好摩地区公民

説明（教育委員会） 

報告事項 好摩地区公民館及び巻堀出張所の供用開始について 

審議結果 

審議の結果「可」とする答申

をしました。 

館を使う場合、使用料がかかる

と心配する声がある。どのように

すれば使用料の減免が受けら

れるか周知が必要では。 

〇回答 

ご意見は、施設を所管する教

育委員会に伝えます。 
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今年５月に駐車場や取付道

路の舗装下の地盤を調べたとこ

ろ、強度が基準を下回ったため

地盤改良工事が必要となりまし

た。全体工程を見直し、工事は

令和６年12月の完了見込みと

なりました。 

完成直後は産直の商品確保

が難しい冬季であり、積雪による

利便性の低下も懸念されること

から、令和７年春の開業とする

ものです。 

地盤改良に伴い新たに必要

となる事業費は、1億4,832万

円。10月市議会定例会に補正

予算を提案し、工事の変更契

約を12月市議会定例会に提案

する予定としています。 

〈駒井委員〉 

一般的に、今回のような地盤

の強度は、当初に想定できない

報告事項 道の駅建設工事の進捗状況等について 

説明（玉山総合事務所） 

質疑意見（要旨） 

写真は、道の駅建設工事の進捗状況（令和５年９月撮影） 

ものか。 

〇回答 

路床の深さまで掘削して調査

しなければ分からないものです。 

〈駒井委員〉 

産直にモノが集まる春に開業

することは良いと思う。一方で冬

に品薄となる状況への対策は、

今後考えておく必要がある。 

 

このほか、詳しい経緯等に関し

て質問が多く出されました。 

新施設（好摩地区公民館・ 
巻堀出張所）が開館しました 

新しい好摩地区公民館・巻堀出張

所が開館しました。 

どうぞご利用ください。 

●開館日 

好摩地区公民館 10月１日（日） 

巻堀出張所    10月２日（月） 

●問い合わせ 

好摩地区公民館 

019-682-0055（直通） 

玉山総合事務所巻堀出張所 

019-682-0310（直通） 
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日曜日もマイナンバーカードの受け取りができます 

・受け取りにはお一人につき１５分ほどかかりますので時間に余裕を持ってお越しください。 
・窓口の混雑状況によっては、お待ちいただく場合があります。 

日曜日も次の日程で窓口を開設しておりますので、是非ご利用ください。 

●窓口開設予定日及び受付時間 

令和５年 11月26日（日） 

令和５年 12月24日（日） 

令和６年  １月28日（日） 

※日程を変更する場合があります。来庁される前にお問い合わせください 

※平日の受付時間は9：00～16：30です 

●受付業務 交付・申請・更新・暗証番号再設定 

●問い合わせ 玉山総合事務所 税務住民課 019-683-3874（直通） 

 

・・・ 9：00～12：00 

夕暮れ時は 早めのライト点灯と反射材着用で交通事故防止を！ 

11月に入り、日が暮れるのが更に

早くなります。次の点に気をつけて、

交通安全に努めましょう。 

1. 子どもを始めとする歩行者の安全

と自転車の安全利用の確保 

車両の運転者は横断歩道にお

ける歩行者優先ルールを徹底し

ましょう。歩行者は交差点では信

号確認をして横断歩道でも走行車

両がないことを確認してから渡りま

しょう。 

自転車安全利用五則を守りまし

ょう。 

① 車道が原則、左側を通行 

歩道は例外、歩行者を優先 

ごみの「野外焼却」は絶対にやめましょう！ 

野外でのごみ焼却は、環境破壊

につながる行為であり、隣近所への

迷惑行為ともなります。 

家庭ごみを野外で燃やすことは違

法行為であり、違反者には「５年以下

の懲役」又は「１千万円以下の罰金」

が科せられます。 

田畑の草刈り後の草や収穫後の

わら、茎などの作物残渣の焼却処理

は、「火災とまぎらわしい煙又は火炎

を発するおそれのある行為」のため

消防署への事前届出が必要になり、

火災予防のため禁止命令が出され

る場合もあります。 

草刈りなどで発生した草なども燃

やさずに、十分に乾燥させてから小

分けにして集積所に出すか、清掃事

業所へ直接持ち込んでください。（直

接持ち込みの場合は有料です。） 

ルールを守り、適正なごみ処理

で、地域の生活環境をみんなで守り

ましょう！ 

②交差点では信号と一時停止を

守って、安全確認 

③夜間は ライトを点灯 

④飲酒運転は禁止 

⑤ヘルメットを着用 

2. 高齢運転者等の安全運転の励行 

安全運転について家族で話し合っ

てみましょう。 

運転に不安を感じたら、警察の安

全運転相談窓口で相談してみましょ

う。 

どの座席でも必ずシートベルトを着

用、６歳未満の幼児はチャイルドシ

ートを使用しましょう。 

チャイルドシートは子どもの体格に

合ったものを使用しましょう。 

3. 夕暮れ時と夜間の交通事故防止

と飲酒運転等の危険運転の防止 

夕暮れ時や夜間の時間帯は、反

射材を身につけて自分の位置を知ら

せましょう。 

夕暮れ時には自動車や自転車の

早めのライト点灯を心がけましょう。 

わずかなお酒でも、運動能力・判

断能力を鈍らせます。飲酒運転を根

絶しましょう。 

ゆずり合いの気持ちを持ってあお

り運転（妨害運転）はやめましょう。 

（午後は窓口開設しておりません） 
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農業用ため池の届出制度について 

患者輸送バスを利用しましょう！ 

 市では、右表の地区毎に週１回患者輸送バスを運行して

います。 

 利用する際は、乗車時に病院の診察券や健康保険証を

運転手へ提示してください。 

 なお、利用できる方は患者及び患者の付き添いの方で、利

用料金は無料です。 

運行ルートや時間などは下記までお問い合わせください。 

●問い合わせ 

玉山総合事務所 健康福祉課 

019-683-3869（直通） 

運行する曜日 運行地区

山屋沢目・前田地区

城内・二子沢・畑井沢地区

外山地区

永井沢・元好摩・好摩沢地区

山谷川目・白沢地区

町村地区

川又・釘の平・日戸地区

生出・柴沢・西舟田地区

大平・西郡・巻堀地区

山田・生出野・刈屋・尻志田地区

姫神地区

岩洞地区

月曜日

金曜日

木曜日

火曜日

※休日にあたる場合は、その週の水曜日

に振替運行をしています。 

 

近年、豪雨などにより多くの農

業用ため池が被災し甚大な被

害が出ています。 

このため、農業用ため池の情

報を適切に把握し、決壊による

災害を防止するため、「農業用

ため池管理及び保全に関する

法律」が制定されています。 

（令和元年７月１日施行） 

農業用ため池の所有者や管

理者の方は、情報を都道府県に

届け出ることが必要となります。 

 

Ｑ 届出が必要となるため池

は？ 

A 農業用に利用されるすべ

てのため池です。 

※現在利用されていなくて

も、利用可能な状態にあ

本の交換広場 
●日時：１１月１５日（水）～２６日（日） 

時間は、渋民図書館の開館時間と同じ 

●場所：渋民図書館（渋民字鶴塚５５） 

●対象：どなたでも 

●内容：会場内にあるボックスに不要になった本

（雑誌、教科書、ＣＤ、ＤＶＤ等は不可）を 

お持ちください。お気に入りの本があれば、自 

由にお持ち帰りください。なお、汚れがある本 

の提供は、ご遠慮願います。 

●問い合わせ 渋民図書館  

019-683-2167（直通） 

る場合には届出が必要で

す。 

 

Ｑ 届出の期限は？ 

A 法律の施行日（令和元年

７月１日）以降、農業用た

め池を設置や廃止する

時、又は届出情報に変更

があった場合、遅滞なく届

出する必要があります。 

※法律の施行日前に設立

されたものについては、施

行日から６か月以内に届

出をする必要がありま

す。 

 

Ｑ 届出すべき人は？ 

A 農業用ため池の所有者で

す。 

※法律の施行日前に設置

されたものについては、所

有者又は管理者のいず

れかです。 

 

届出すべき情報や届出様式

等の詳細は、次の窓口へお問い

合わせください。 

 

●問い合わせ 

玉山総合事務所 

産業振興課 

019-683-3852（直通） 
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介護予防！ 
ゆいっこ広場参加者募集 

団体戦において他チームは小学４年生以上を率いる中、渋民小

は２年生の大和くん、３年生の海晴くんが交代で出場し、気後れする

ことなく健闘しました。さらに、団体メンバー５名のうち４名が女子とい

う過去に例がないメンバーにもかかわらず県大会優勝、そして東北

大会３位を勝ち取り、大記録を打ち立てました。 

●大会結果 

◇知事杯争奪岩手県下学童相撲大会兼東北学童相撲岩手県大会 

団体 優勝 （※35年ぶり） 

◇東北学童相撲大会 

     団体 ３位 （※初入賞） 

メンバー：佐々木 海晴くん 佐々木 大和くん 佐々木 叶愛さん 

●その他の結果 

◇東北女子相撲選手権大会 

 小学５年生の部  ２位  佐々木 叶音さん 

 小学６年生の部  ３位  竹田 心幸さん 

◇全日本女子相撲岐阜大会 

 小学６年 ５０㎏未満級  ２位  竹田 心幸さん 

ゆいっこ広場は、地域の方々が集まり、健康講話の受講

や軽スポーツ、手芸などの活動をすることで、介護予防や

住民同士の交流を深めることを目的としています。 

下の地区の定員に空きがあるため、新たに参加者を募集

します。 

●対象者 

玉山地域内にお住まいの方で介護認定を 

受けていない６５歳以上の方 

●費用 

600円程度（昼食・おやつ代） 

●持ち物等 

動きやすい服装（事前にお知らせします） 

●送迎 

自宅から会場まで送迎します 

●募集地区と募集人数 

右表のとおり 

●問い合わせ 

玉山総合事務所 健康福祉課 

019-683-3869（直通） 

地域の方々との楽し
い時間（足湯） 

盛岡市社会福祉協議会玉山支所が 
市から委託を受けて実施しています 

 

玉山っ子躍動！ 
渋民小相撲少年団が魅せました 

長谷部 祥奈さん 佐々木 絢音さん 竹田 心幸さん 

募集地区 会　　場 日　時 時　間 募集人数

姫神 玉山総合福祉センター 月曜日（月３回） 10：00～14：30 ３名

生出 玉山総合福祉センター 火曜日（月３回） 10：00～14：30 ３名

城内 玉山総合福祉センター 水曜日（月３回） 10：00～14：30 ２名

薮川 岩洞活性化センター 水曜日（月２回） 10：00～14：30 ６名

保健師の健康講話 


